
○
個
人
情
報
保
護
委
員
会
告
示
第
十
号

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
理
等
に
関
す
る
法
律

令
和
四
年
法
律
第
六
十
八
号

の

（

）

施
行
に
伴
い

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
理
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
個
人
情

、

報
保
護
委
員
会
関
係
告
示
の
整
理
に
関
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る。

令
和
七
年
五
月
三
十
日

個
人
情
報
保
護
委
員
会
委
員
長

手
塚

悟

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
理
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
個
人
情
報
保
護

委
員
会
関
係
告
示
の
整
理
に
関
す
る
告
示

次
に
掲
げ
る
告
示
の
規
定
中「
懲
役
」

を「
拘
禁
刑
」

に
改
め
る。

一

特
定
個
人
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン（

事
業
者
編）

平
成
二
十
六
年
特
定
個
人
情
報
保
護
委

（

員
会
告
示
第
五
号

第
３－

４
⑶
の
表

）

二

特
定
個
人
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン（

行
政
機
関
等
編）

平
成
二
十
六
年
特
定
個
人
情
報
保

（

護
委
員
会
告
示
第
六
号

第
３－

４
⑶
の
表

）

附

則



こ
の
告
示
は

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
理
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日

令
和

、

（

七
年
六
月
一
日

か
ら
施
行
す
る

）

。


